<北朝鮮人権問題についての市民団体報告書>
『北朝鮮人権問題に対して私たちは何をすべきか』
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緒言

 2010年1月14-15の日両日、国家人権委員会、北朝鮮自由移住民人権のための国際議員連盟(IPCNKR),北朝鮮人権団体連合会は共同で北朝鮮人権問題政策協議会を開催し、この席には国内外の北朝鮮人権団体と統一部、外交通商部、国家人権委員会など48のNGO、政府、国会関係機関および団体代表が参加し、8つのセッションにわたり北朝鮮人権運動に関する集中した深い議論を行った。 この報告は今回の政策協議会での議論を土台に北朝鮮人権団体の立場を整理したものである。



1.北朝鮮の現実に対する認識
1) 2万人に近い脱北者の証言によって、もはや韓国社会は北朝鮮の実状についてより詳しい情報に接することになった。 このような情報に基づいてみた北朝鮮人権問題の核心は、北朝鮮がヒットラー式強制収容所で反体制人士を体系的に虐殺しており、全北朝鮮住民が金正日政権の抑圧と暴力にむき出しでさらされているという点だ。 

2)金正日政権は北朝鮮住民を思想教育による統制、配給制による統制、政治犯収容所と保衛部による恐怖政治による統制で一貫してきた。 しかし破局的経済難で配給が中断し思想教育と配給制による統制が有名無実になった。 これに伴い、金正日政権は1995年『先軍政治』を標ぼうし、既存の形式的寛大さを廃棄して、ひたすら銃剣による無慈悲な統治に転換した。 

3)正常な配給体制が崩壊し、絶対多数の人民は自ら生きる道を探すほかはなかった。その結果配給を代替する市場が形成された。 金正日政権は市場経済が体制に脅威になる可能性があると知りながらもこれを放置するほかはなかった。 こうして現在の北朝鮮は配給制階級と自力更正階級に分離し、党・政・軍の権力集団は外部支援に頼る配給制で、一般住民は市場を通じて生存する状況になった。 これに伴い、外部支援は一般住民とはほとんど関係がなくなった。 そして過去には北朝鮮人権改善のために国際社会が圧力を加えることが不可能だったが、今は北朝鮮政権が外部の経済支援なしには持ちこたえられなくなり、外からの圧力が可能になった。 

もし政治犯収容所を解体して経済改革を行うのを条件に、韓国が対北朝鮮支援をしたならば北朝鮮はだいぶ変わっただろう。 しかし太陽政策に立脚した過去の政権の対北朝鮮支援は、残念なことに北核とミサイル開発を支援し、収容所拡大など人権弾圧の強化に利用された。 

4)このような状況で最近北朝鮮は貨幣改革の失敗で絶対多数の人民の民心を失い、金正日政権に対する住民の不満は一層高まっている。 したがって韓国政府は金正日政権の抑圧体制を維持・強化する対北朝鮮支援政策から脱却し、北朝鮮住民の人権改善に寄与する方式の条件付き支援政策に方向を変えなければならない。 そしてこの際、北朝鮮政権を通じての支援ではない、脱北者や朝鮮族を通じての支援など多様な支援方式を開発しなければならない。



2.北朝鮮人権問題を見る視点
1)韓国社会は『平和優先主義』『平和至上主義』に反対しなければならない。 

韓半島の平和だけを優先視しこれを至上目標とするのは、ややもすると北朝鮮住民の人権問題を冷遇する代価として、金正日政権から韓国人の生命と財産だけを保証してもらおうとする立場と見ることができる。 このような立場は一時的に韓半島平和に役立つかも知れないが、北朝鮮住民には限りない絶望を抱かせるという点で極めて利己的だ。 それだけでなく平和優先主義が持続的な平和をもたらすわけでもない。 

北朝鮮人権問題を提起する瞬間に壊れる平和は真の意味の平和ではないからだ。 過去の二つの政権が北朝鮮人権問題に対して沈黙した代価として私たちに戻ってきたものは、核兵器開発と平和を担保にした脅迫だけだった。 何より私たちは過去の民主化勢力が北朝鮮の深刻な人権じゅうりんに対して沈黙するのを納得できない。 過去民主化勢力は軍事政権が経済発展のために民主主義を留保しなければならないといった時、パンだけでは生きられない、自由でなければ死をよこせと要求した。 それにもかかわらず彼らは今北朝鮮の人々にパンだけで生きろと語っている。 平和至上主義は大韓民国全体を人質にして人質犯の北朝鮮に屈従し、私たち自ら人質犯の観点を持ついわゆるストックホルム症候群をもたらす。 2004年ベトナムから486人の脱北者が一度に入国した直後、北朝鮮がこれに対して抗議し、当時大韓民国の統一部長官は北朝鮮に対して「再びそういうことが無いようにする」と話した。 これは『平和至上主義』がどれほど屈辱的かを端的に示す例だ。 

人権なき平和は真の平和ではない。 この点で北朝鮮住民の人権改善と南北間の平和実現は分離できない。 南北関係の実質的な進展を評価する物差しも人権でなければならない。 金正日政権との友好的関係だけで南北関係が実質的に進展しているとは言えない。 なぜなら北朝鮮人権問題を提起する瞬間すべての友好関係が水泡と化すからだ。


2)私たちの社会には北朝鮮人権改善を見つめる二つの立場が共存している。 

何よりも、一日も早く北朝鮮で独裁が終息し、北朝鮮人民が解放されなければならないので、北朝鮮民主化のための運動を積極的に展開しなければならないという立場がその一つだ。 金正日政権の暴圧統治と核開発、そして深刻な人権じゅうりんを見ながら、大部分の韓国国民は北朝鮮で一日も早く独裁が終息することを願っている。 そのため、このような運動は当然活発に展開しなければならない。 特に脱北者が中心になって北朝鮮住民を相手にラジオ放送をし、外部世界の情報を風船にのせて送る活動により、北朝鮮住民が外部と断絶した人生から抜け出せるように呼び覚ます仕事をしている。 過去軍事独裁下で韓国国民が民主化運動に乗り出したように、このような北朝鮮民主化運動を展開するのは極当然のことだ。誰もこのような動きを防ぐことはできない。 

他の一つは、一日も早く北朝鮮の独裁が終息しなければならないという点には同意しながらも、南北間の現実に合うように対処しなければならないという立場だ。 韓半島で緊張状況を管理して北朝鮮と対話して交流しなければならない政府、国会など主流社会が公けに北朝鮮独裁の終息を主張すれば、南北間の平和を維持し関係改善を成し遂げることはできない。 主流社会の立場では北朝鮮人権も重要だが、これに劣らず韓半島で戦争が起きないように北朝鮮を管理することも重要だ。 

したがって韓半島の平和と北朝鮮人権を同時に追求しなければならない。 そうすると北朝鮮人権に対する主張は漸進的で現実的にならざるをえない。 死亡した国軍および戦争時に北に拉致された人の遺骸送還、生存する国軍捕虜と戦争・戦後北に拉致された人の自発的帰還、離散家族の全面的な再会、宗教自由の実現、支援食糧分配の透明性保障、法による裁判、居住移転の自由、政治犯収容所の廃止など、北朝鮮体制を正面から威嚇しないながらも、実現可能な人権問題から実現していかなければならない。 

アジアで最も人権が実現されない国がミャンマーならば、北朝鮮がミャンマーの水準にでもなってくれということだ。 それによって北朝鮮住民の人権が改善され人間としての最小限の尊厳が回復して生存権的な苦痛が軽減され国際社会の一員として軟着陸することを願っている。 北朝鮮住民の人権が改善されれば北朝鮮社会の硬直性も減り、それだけ北朝鮮が国際社会に軟着陸する可能性も大きくなるだろう。

3)この二つの立場の役割分担と相互協力が必要だ。 

北朝鮮人権改善を見つめる二つの見解の違いは、実は見解の違いというよりは立場の差の面が大きい。 したがって二つの立場は互いに対立するのでなく互いに相手方を理解して役割分担をしなければならない。

韓国政府や主流社会は当然北朝鮮と対話して交流しなければならない。 そうするならば相手方を認めなくてはならない。 したがって彼らは人権改善のために努力する時にも相手方を認める枠組みの中でするほかはない。 

しかし北朝鮮の人権改善は主流社会の努力だけでは充分ではない。 これに劣らず重要な点が北朝鮮住民に外部世界の消息を知らせ北朝鮮を民主化しようとする運動だ。 このような圧迫がなければ北朝鮮は絶対に人権改善の道に進まないだろう。

したがってこのような努力を『北朝鮮を崩壊させようとする意図』と罵倒するのは正しくない。 万一、北朝鮮が崩壊するならば、その責任は最も基礎的な人間の権利さえも認めない北朝鮮当局にある。 そして民主化運動の結果、北朝鮮の人権が少しでも改善されるならば、北朝鮮が明るい未来に向かって一歩前進することになるだろう。 

北朝鮮人権運動の当面の目標は国民皆が平和優先主義、平和至上主義を拒否して以上の二つの立場の中の一つを選択するようにするところにある。


4)北核に反対し北朝鮮人権問題を改善するためにはニンジンとムチを併行しなければならない。

そうでなければ北朝鮮の変化を誘導できない。 このために韓国は緊急救護を除いた対北朝鮮人道的支援と経済協力を北朝鮮人権問題と連係させなければならない。 ただし連係方法は多様でなければならない。 

対北朝鮮人道的支援活動は生命維持と直結した無条件の支援と、相互主義と連係すべき条件付き支援に分けるべきだ。 北朝鮮で大量餓死の危機がきたり結核で人々が死んでいくならば、これを助けるための人道的支援は原則的に無条件でなければならない。 人の生命を生かすことは他のいかなることより優先されるべきだからだ。 

食糧と関連した対北朝鮮人道的支援はまた二種類に分けられなければならない。 最初は分配の透明性を保障するためにとうもろこし粉を送ることだ。 とうもろこし粉は長く保存できず、必ず住民に分けてやらなければならなくなり、その場合、脆弱階層に分配されるからだ。 二番目はコメ支援をする時には北朝鮮との交渉を通じて離散家族の再会と拉北者の送還を最大限実現するようにしなければならない。 政府は毎年数千人の離散家族が会えるようにしなければならない。 離散家族がとても高齢化しており、今後数年のうちに大量の再会が実現されなければならないからだ。 1年に百人、二百人会う程度では透明ではない。 少なくとも米100トンに1人は会わなければならない。 それで十万トンの米が行けば離散家族千人が会わなければならない。


5)また、戦争・戦後拉北者の消息確認と死亡した場合、遺骸送還、生存した場合、自発的送還がなされなければならない。

8万以上の戦争拉北者のうち、相当数が大韓民国国会議員、公務員をはじめとする国家に忠誠をつくした功労者だ。 世論とは関係なく国軍戦死者遺体発掘と対等な水準で政府がこの問題解決に積極的に乗り出さなければならない。 拉北者の送還のための韓国政府の努力は日本政府に比較すればとても不十分だ。 ある意味では北核に劣らず戦争・戦後拉致問題解決が重要だ。 東西ドイツの政治犯帰還方式も問題解決案の一つとして参考にできる。 何より政府は専門家たちで構成された“拉北者専門機構”を早期に設置して私たちの状況に適合した多様な解決案を模索しなければならない。 そして生存した拉北者の場合には北朝鮮に家族がいるので、彼らが真に願うことは何かを把握し、被害者中心のオーダーメード型解決策に進むべきだ。

6)肥料、農機械など農業支援を含んだすべての開発支援は北朝鮮の核廃棄と北朝鮮人権問題改善の程度により相互主義の原則の下なされるべきである。 

東ドイツの人権改善と対東ドイツ支援を連係させた1975年ヘルシンキ条約はこのような相互主義の代表例だ。 したがって大韓民国政府および主流社会は、厳格な相互主義原則を一貫して守る一方、北朝鮮権力層に対して「核を放棄し、人権を改善して、国際社会の一員になることが、彼らの心配する『体制崩壊』を防ぐ道」であると説得しなければならない。 

7)韓国政府は対北朝鮮支援と南北交渉のすべてのレベルで北朝鮮人権問題を議題に含ませなければならない。 

この点では6者会談も例外でない。 日本は拉北者の送還を強調するのに韓国が拉北者の送還を言及さえしないのは恥ずかしいことだ。 北朝鮮人権問題提起が南北関係を害するという主張はこれ以上説得力がない。 人権改善主張は『北朝鮮を打倒しようとする意図』でなく正反対に北朝鮮社会の真の発展のための道であるためだ。 

8)他の一方でより積極的な方式の人権改善努力も必要だ。

例えば宗教界が、宗教の自由が実現されなければ生命維持と直結する支援以外の支援はしないと宣言することが必要だ。 その代わり宗教界が財政の1パーセントを積み立てして北朝鮮発展基金を作り、北朝鮮が宗教の自由を許容すればその基金を北朝鮮社会の発展のために使うという方針を明らかにする必要がある。



3.北朝鮮人権法の制定および国家人権委員会法改正について
1)北朝鮮人権改善のための努力は、むしろ北朝鮮が国際社会の一員になるのを助けることであり、韓半島の実質的な平和を持たらすものだ。 さらに人権は人類の普遍的な価値であり、北朝鮮人権に対して国連、ヨーロッパ連合、米国、日本など国際社会の努力が活発な状況で、韓国が北朝鮮人権問題に消極的なのは責任ある国家の姿勢ではない。 したがって現在の国会常任委を通過した北朝鮮人権法は必ず速かに制定されなければならない。 

ただし北朝鮮人権法に明示されている北朝鮮人権財団設立は、民間が十分にできることを政府が代ることによって民間運動を萎縮させる結果を産んではいけない。 李明博政府は執権初期の方針の小さい政府指向の原則を堅持すべきで、民間運動の活性化を最大限保障しなければならない。 したがって北朝鮮人権財団は民間団体支援活動と、そのための政策研究および監督を主な活動としなければならない。 

2)北朝鮮人権法制定とともに、国家人権委員会法も必ず改正されなければならない。 

この間国家人権委員会法は調査対象から北朝鮮を除外し、これによって委員会活動が大きく制約された。 したがって今回法を改正して必ず北朝鮮を調査対象に含めなければならない。

国家人権委員会は北朝鮮人権改善のために活動できる最適の機関だ。 国家人権委員会は普遍的な人権の保護と向上のために独立的に業務を遂行する準国際機構の特性を有しているので、人権委は外交的摩擦を最小化しながら有効適切に北朝鮮人権問題を扱うことができる。 

また、北朝鮮人権記録保存所は個人別事例に対する公式機関の法律的調査記録を作成、保管する所で、ドイツの経験から見ても非常に重要な機関であり、必ず国家機構がこの業務を遂行しなければならない。 したがってこの機構が国家人権委員会内に設置されるのが望ましい。 そうなれば、政権の性格に大きく影響を受けずに事業を推進できる。



4.国際機構を通じての北朝鮮人権問題の提起
1)その間国内の北朝鮮人権団体は国際機構を通じても北朝鮮人権問題を提起してきた。 国連にはNGOが『包括的協議資格』『特定分野協議資格』『特定分野諮問資格』等で公式参加できるが、公式の地位がなくても報告書と陳情書提出を通じて参加できる。 

1990年代末脱北難民保護国際協議会(ICNKR)は脱北難民地位認定のための一千万人国連請願署名運動を始め、この署名を国連に伝達した。 この請願書には脱北者2,193人に対する実態調査報告書も含まれていた。 そしてこの団体は2001年5月国連人権委員会に脱北者問題専門担当調査特別調査官を任命するよう提案することを促した。

2005年以後、北韓民主化ネットワーク、北韓人権情報センターなど市民団体は公式の地位はなかったが国連人権特別報告官にいつも報告書を提出して諮問および実態調査案内などをしてきた。 また、2009年4月、大韓弁護士協会、人権運動マダンなど北朝鮮人権関連団体は国連人権理事会に3者報告書を提出し、2008年12月には国連児童権利委員会に北朝鮮児童人権実態を報告。戦後北に拉致された拉北者家族会、拉北家族協議会は2003年と2007年国連事務総長と人権委に陳情書を提出している。 

しかしこのような努力は懸案の重要性に比すれば不十分と言える。 韓国の女性団体が日本軍性的奴隷問題で国際社会で成し遂げた成果と比較すると、北朝鮮人権団体の努力は大きく不足する。


2)韓国は北朝鮮人権改善のために国際機構を通じてしなければならないことが非常に多い。 

　最初に、人権理事会事務局、人権理事国、特別報告官、人権高等弁務官などに北朝鮮人権侵害に対する具体的懸案別実態資料を体系的に提供しなければならない。

　　第二に、31個の主題別特別手続き(thematic mandate)のうち、北朝鮮人権と深い関連がある表現の自由、宗教や信念の自由、拷問、略式または任意の処刑、任意拘禁、女性暴行、人身売買、食糧権、保健、貧困、住居権、教育権などを積極的に活用しなければならない。

　　第三に、北朝鮮が加入している4つの国際人権条約機構(市民的・政治的権利に関する国際規約、経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約、女性差別撤廃協約、児童権利協約)に陳情書および報告書を提出しなければならない。

　　第四、脱北者が経由する国々、すなわち中国、タイ、カンボジアなどの国に対する審議の時、脱北者の人権保護問題を提起しなければならない。 この他にも国連HCR(国連難民高等弁務官室)に対する積極的なロビー活動、国連女性地位委員会Beijing+15の参加などが必要だ。 その他に北朝鮮人権問題を総網羅する『北朝鮮人権国際法廷』を開催して人望ある人権運動家、特別報告官、ノーベル平和賞受賞者などを参加させて裁判官、検事役をさせ判決を下すことによって、国際的に注意を喚起する必要がある。 そして各国の議会が北朝鮮人権問題に対して決議案を採択するよう努力することも必要だ。 

3) 2009年7月、反人道犯罪調査委員会が2009年11月10日金正日を北朝鮮の反人道犯罪責任者として国際刑事裁判所(International Criminal Court-ICC)に告発状を提出(受付番号OPT-CR- 946/09)したのは大変重要な動きであり、私たちはこれを高く評価する。 北朝鮮はICC非当事国なので、ICCが北朝鮮の反人道犯罪を直接調査したり起訴するのは不可能という主張があるが、ICCに“予備調査制度”もあるので、北朝鮮の反人道犯罪に対する調査の可能性は開けている。 直ちに北朝鮮の反人道犯罪に対して起訴や処罰までつながらなくとも、北朝鮮の反人道犯罪を国際機構が証明するようにすることができる。

また、北朝鮮は国連会員国として、1973年国連決議案3074号“戦争犯罪および人道に反する罪を犯す者らの捜査、逮捕、人道および処罰に対する国際協力の原則”によって、国連の動きによる北朝鮮の反人道犯罪に対する起訴や処罰の可能性が開いている。 特にICCが予備調査で証言者に対する十分な調査を進め、北朝鮮で広範囲な反人道犯罪が起きているという結論を導き出すならば、国連が北朝鮮人権調査委員会を構成する具体的根拠になる。 このような理由でICCに北朝鮮の反人道犯罪の予備調査でより実証的調査がなされるよう要請すること自体が北朝鮮当局の行動を制約する非常に意味のある手段となる。 ICCの予備調査とともに国連に北朝鮮人権調査委員会が構成されれば、国際機構の共同対応で北朝鮮の反人道犯罪責任者に対する実際の起訴や処罰につながる可能性が高くなる。

4)韓国の北朝鮮人権運動は国際機構を通じての問題提起を成功裏に遂行するために全力を注がなければならない。 しかしこの問題は多くの財政を必要とする。 北朝鮮人権情報を体系的に収集、整理しなければならず、国連の各機構に報告書と陳情書をいつも送るべきであり、すべての情報を英文に翻訳しなければならず、いつも会議に参観しなければならない。 北朝鮮人権運動はこれのために積極的な対策を講じなければならない。 すでに活動している団体がさらにうまく行くよう助ける事もできるし、新しい対策機構を作ることもできる。 

5)韓国外交通商部は去る十年間、北朝鮮人権問題に関心を持たなかった。 そしてこのような態度は李明博政府になっても大きく改善されずにいる。 外交通商部は在外公館に北朝鮮人権担当外交官を配置して他の国々が北朝鮮人権問題に関心を持って国会決議案も採択するよう努力しなければならず、国連機構を通した北朝鮮人権問題提起にも力を注がなければならない。 

5.　脱北難民強制北送阻止のための国内外運動の活性化

1)中国政府傘下中国社会科学院の論文によれば中国は2002年度に延辺（ヨンビョン）朝鮮族自治州から強制北送した脱北者が4809人だと明らかにした。 ここに他地域の強制北送まで合わせれば一年に1万人に近い脱北者を北送したと見られる。 このような強制北送を阻止するためにその間脱北難民認定のための脱北難民保護運動本部(CNKR)の千万人署名運動、KCC祈祷会、脱北難民強制北送阻止国際キャンペーン、脱北難民強制送還阻止ヨーロッパ自転車キャンペーン、北京オリンピック聖火リレー阻止のためのキャンペーン、444日間中国領事館前1人デモなど数多くの運動が行われ、この他にも米国北朝鮮自由連合の北朝鮮自由週間行事、英国の世界キリスト連帯(CSW)の活動など他国でも対中国要求運動があった。 

それだけでなく中国に住む脱北者の実状を知らせるための企画脱出および亡命活動支援も続いてきた。 国連常任理事国の中国が脱北者を国際法によって難民と認定せず強制北送する蛮行を中止させるためだ。 脱北者の人権保護と国際的な関心を喚起させるために人権活動家は脱北者を外交公館に進入させる企画脱出を試みてきた。 それでも中国は相変らず脱北者が外交公館に進入する場合にだけ難民と認定し、その他の脱北者は強制北送させる二重的態度を取っている。 したがって脱北難民強制北送反対運動は相変らず北朝鮮人権運動の最も核心的な部分でなければならない。 

2)北朝鮮人権を改善するためには中国の脱北難民強制北送の惨状を広く知らしめ、国際社会が中国に圧迫を加えるようにしなければならない。 

今北朝鮮の人権問題が解決されない最も重要な理由は中国が現北朝鮮体制を支えているからだ。 したがって中国に向けた国際社会の世論を強力に組織化することが北朝鮮人権問題解決を繰り上げることになる。 中国は1982年難民協約と議定書に加入した執行委員国で、拷問防止協約、女性差別撤廃協約、児童権利協約、ウィーン協約、経済社会文化規約、人種差別撤廃規約の加入国であり、国連安保理常任理事国だ。 このような点を最大限活用して中国に向けた積極的な問題提起に乗り出さなければならない。 

　先ず、韓国は脱北者の証言を聴取し、彼らが中国内で人身売買、労働搾取にあっている現実を全世界に知らせ、中国に居住する脱北同胞の人権改善のために努力しなければならない。 

　  第二に、中国内国連難民高等弁務官(UNHCR)の役割が強化されなければならない。 このために国際法的手続きによって国連難民高等弁務官の脱北者接近許容を促す国際的な運動が起きなければならない。 

   第三に、韓国国会は中国内脱北者の保護のために脱北同胞保護特別法を制定しなければならない。 脱北者が国際法上難民ではなく大韓民国憲法により韓国国民だから韓国に連れてきているのならば、中国にいる脱北者を救助するために自国民保護法案を強化するなどの積極的な代案を講じなければならない。 

   第四に、韓国国会は脱北難民強制送還中止を促す決議案を採択して、韓国国民が普遍的な人権価値を尊重することを示すと同時に、他の国も同じ決議案を採択するよう誘導しなければならない。 

   第五、2013年度第2次CHINA UPR(Universal Periodic Review:国連中国人権定例検討報告書)に備えて中国が国際法を遵守せずにいる明確な証拠を整理して国連会員国に送らなければならない。 

   第六、難しくても国連が中国の脱北難民強制送還を糾弾する人権決議案を採択するようにする運動を展開しなければならない。 

   第七、脱北難民強制送還の惨状を全世界に知らせ、各国の人権団体と連帯して強制送還を非難する国際世論が沸騰するようにしなければならない。 

   第八、脱北難民の強制送還問題を中国国民がよく知るよう広報に最善を尽くし、中国内で私たちと連帯できる民主主義・人権知識人グループを探さなければならない。 今中国では国民の権利意識が高まっている。 人権派弁護士が誕生して毎年10万件の抗議デモが発生している。 2008年には中国人権派弁護士が中心になって民主化を要求する08憲章が発表された。 

   第九、韓流スターが登場する『脱北映画』を作って、これを中国に普及して中国人の良心・真実・正義に訴えなければならない。 

3) 2010年11月ソウルで開催されるG20首脳会議は北朝鮮人権問題と強制北送の惨状を全世界に知らせる最上の機会だ。 したがってこの時、韓国の市民社会が中心になって世界人権大会を開催し、全世界の人権指導者およびノーベル平和賞受賞者を招請しなければならない。 また“北朝鮮人権民間法廷”と“北朝鮮人権エキスポ”を開催して北朝鮮人権問題と強制送還問題を世界的人権イシューとして浮上させなければならない。 “北朝鮮人権エキスポ”は行事中に各種展示会、署名運動、文化行事、映画祭、セミナーなど多様な活動を含める。 このような活動のための前哨作業として、“北朝鮮人権エキスポ”はあらかじめ釜山（プサン）、大邱（テグ）、光州（クァンジュ）、大田（テジョン）、仁川（インチョン）など地方の主要都市を巡回して開催され十分な経験を蓄積した後、ソウルでエキスポを開催する。 

6.　北朝鮮を正確に把握して北朝鮮を変化させるための努力

1)今北朝鮮住民が外部の真実を正しく知るようにするための努力が多様になされている。

 現在北朝鮮住民を対象にしたラジオ放送は、KBS社会教育放送、VOA,北朝鮮改革放送、自由北朝鮮放送、開かれた北朝鮮放送、自由アジア放送、自由朝鮮放送、しおかぜ(日本の民間放送)等があり、風船送りはキリスト北朝鮮人連合、自由北朝鮮運動連合、脱北人団体総連合会などによってなされている。 このような活動は北朝鮮住民が外部世界の実状をよく分かるようにする運動として必ず続かなければならない。 北朝鮮住民が真実と接するようにすることを『北朝鮮を刺激して韓半島の平和と安全を脅かす』と見るのは典型的なストックホルム症候群だ。 かえって北朝鮮住民が外部の消息を知ることになれば北朝鮮政権の挑発に対する抑制力になる。 

2)ところで現在の北朝鮮住民は過去と違う。 市場の形成と多様なデジタル媒体を通じた外部情報伝達で社会の雰囲気が急速に変わっている。 現在の北朝鮮にはCD交換市場が作られるなど、デジタル媒体が急速に広がっている。 そして北朝鮮にデジタル媒体およびプレーヤーを送ることと北朝鮮内の情報を外部世界で伝達する“双方向パイプライン”活動が活発になされている。 2009年11月30日16時07分北朝鮮の貨幣改革の消息が全世界にリアルタイムに伝えられたが、これは脱北者など北朝鮮人権改善のために黙黙と活動してきた人々の蓄積された力量を示した事件だった。 脱北者の数が増えるほど北朝鮮人権改善のための努力もより一層増大するだろう。 これからはUSB,CD,MP3など情報を入れたデジタル媒体を大量に普及し、このような媒体からコンテンツを再生するプレーヤー(コンピュータ、MP3、PMP,ipod)も大量供給しなければならない。 また、媒体に含まれるコンテンツを企画、編集、製作する力量も増加しなければならない。 例えばこれからは聖書より、デジタル福音あるいは説教映像物がはるかに効果的になる。 そして脱北者のこのような努力が活性化するよう、統一部は北朝鮮住民接触事前承認制度を撤廃しなければならない。 

3)北朝鮮を変化させるための努力で特別に注目すべき点は、どのように北朝鮮の市場を活性化するのかという問題だ。 この問題は北朝鮮住民の生存権と直結する問題でもある。 その間外部の人道的支援は党・政・軍と忠誠階層住民にだけ配給され、一般住民は自然発生的に形成された市場で食糧と生活必需品を購入して生存を繋いできた。 したがって下層民を助ける非常に重要な方法は、このような市場に安値の食糧と生活必需品を供給して市場の物品価格を下落させることだ。 例えば北朝鮮住民と直接交易が可能な漢族、朝鮮族、モンゴル人、ロシア人との交易を通じて安い値段の食糧と生活必需品を供給することだ。 この方法は北朝鮮住民の生存権を保障する最も実効性ある方案になるだろう.
4)これからは北朝鮮住民自ら人権改善の主体にならなければならない。 このために民間次元の北朝鮮人権基金を作ってこれらを支援しなければならない。 そしてこのような支援が人権団体間の過度な競争と対立を招かないように特別な努力を傾注しなければならない。 

7.拉北者および国軍捕虜の送還

1)まず国軍捕虜、戦争拉北者、戦後拉北者という三つの用語を明確に区分しなければならない。 国軍捕虜は6.25韓国動乱（朝鮮戦争）中大韓民国の軍人として服務して捕虜になり北朝鮮に抑留された人であり、彼らのためには1999年国軍捕虜特別法が制定された。 6.25韓国動乱（朝鮮戦争）中民間人の身分で北朝鮮に連れて行かれた戦争拉北者は8万人余りに達し、北朝鮮はただ一人も送還しなかった。 6.25韓国動乱（朝鮮戦争）後に北朝鮮に拉致された戦後拉北者は約490人が未帰還状態にある。 

2)戦争拉北者は金日成の1946年7月31日付“南朝鮮からでインテリたちを連れてくることについて”という談話によって1950年6.25勃発直後の3ヶ月間に国家公務員をはじめ大韓民国建国に寄与した知識人約2万人を含む8万人余りの大韓民国国民を拉致したところから始まった。 戦争中の民間人拉致は組織的な戦争犯罪だ。 公務員など約2万人の知識層拉致はすでに戦争前から計画された。 それでも休戦交渉に臨んだ国連軍側は早急な休戦のために『拉致』(kidnap)という用語の代わりに『失郷(displaced)』という用語を使って北朝鮮側の“戦争拉北者は一人もない”という主張を事実上黙認することによって送還を実現できなかった。 ただし外国民間人55人のみ死亡者を除いた全員が帰ってきただけだ。 当時韓国政府は休戦会談自体に反対し、休戦会談に代表を送れなかったために直接的な声を上げられなかった。 しかし韓国政府は二度にかけて拉北者名簿を作成した。 そして1951年避難先の釜山（プサン）で結成された『6.25事変被拉致者家族会』 (以下“初代家族会”)は活発な呼び掛け活動を展開したが、50年代後半から拉北者家族にも連座制が適用され活動をたたむほかはなかった。 2000年、太陽政策を標ぼうした金大中政府でまた『家族会』が結成されたが、政府は“戦争拉北者名簿がない”としてこれを基本的に否定した。 家族会は戦争中政府が作成した82,959人の人的事項が書かれた全国「6.25事変拉致クチナシ名簿」等5種の戦争拉北者名簿を発掘して政府に提示したが、相変らず政府は知らぬ振りで一貫した。 これに家族会は証拠補強のために127件の証言収録文と拉北を立証する国内外文書資料を集めて各々1000ページを越える朝鮮戦争拉北事件史料集1,2冊を作った。 何より戦争拉北者名簿作成が至急で、真相究明と名誉回復のための特別法制定のために努力してきたし、現在3回目の法案が国会に係留中だ。 

3)国軍捕虜の場合には1999年制定された国軍捕虜特別法によって脱北して帰還する場合、相当額の補償が与えられる。 このためにブローカーが脱北を企画して誘導する場合が多かった。 今まで85人が帰還して16人が他界し69人が生存している。 しかし大部分北に置いてきた家族に対する罪悪感と心配のために不幸に生きている。 すでに家庭を設けて子孫を置いた国軍捕虜の場合、本人のための最善の方法は北朝鮮で生きながら一定の経済的助けを南側から受けることだ。 

4)北朝鮮は戦後にも数多くの大韓民国国民を拉致したし、韓国の他にも11個国の外国人を拉致した。 まだ帰還できない戦後北朝鮮拉致被害者は490人余りに達する。 

5)国軍捕虜と戦争・戦後拉致問題を解決する方案は消息確認、死亡者の遺骸送還、生存者の送還だ。 死亡者遺骸送還は比較的やさしい問題だが、生存者の場合北朝鮮で家庭を作っていれば南側から経済的支援を受けながら北朝鮮で生活するのも良い方法になる。 これに先立ち至急なことは生死確認と書信交換および南北家族の定例的対面だ。 

6)政府は自国民保護のために、“国軍捕虜および戦争・戦後北朝鮮拉致被害者”専門機構を設置しなければならない。 この機構は対北朝鮮交渉用戦争拉北者名簿を確保した後、関連資料を収集して多様な解決方案を模索し、解決方案により具体的な計画を樹立しなければならない。 そして実行過程で生じる問題点を補完するなど拉致問題解決を総括しなければならない。

7)拉致問題解決のための国会議員、政府およびNGOの国際連帯活動が必要だ。 特に拉致問題に対する日本の関心が多大なので、関心ある国会議員が日本の議員と連帯し、韓国政府も日本政府と共同協力する必要がある。 6者会談でも拉致問題が議題になるべく両国が協力しなければならない。 また、韓国と日本のNGOも共同協力を通じて国際社会に広報し解決を模索しなければならない。

8)平和協定のための会談が開かれる場合、国軍捕虜および戦争拉致問題が先に解決されるように徹底的に準備しなければならない。 このためにも拉北被害を6者会談で知らせなければならない。 また戦争拉北者に対して『故郷に帰れない民間人(displaced civilians)』という用語を『拉致民間人(kid- napped civilians)』に変える決議を休戦会談代表国の米国議会がするように誘導しなければならない。

9)李明博大統領が2010年新年辞で北朝鮮地域内国軍戦死者遺体発掘意志を明らかにしたことは歓迎に値する。 国軍戦死者とともに死亡した国軍捕虜と戦争拉北者の遺骸送還も実現しなければならない。 特に6.25韓国動乱（朝鮮戦争）60周年になる今年に6.25韓国動乱（朝鮮戦争）北朝鮮拉致被害者を国家が礼を尽くして現代史の本来の席に迎えなければならない。



8.　中国内脱北者の人権増進と脱北者救出活動活性化案
1) 2008年李明博大統領は訪韓した中国胡錦濤主席に“中国内脱北者が本人の意志に反して強制北送することがないように積極的に協力してくれ”と要請した。 その後中国公安の脱北者政策が融和策に変わる兆しを見せている。 脱北者対策が国境守備隊(辺防隊)の業務に移行しながら、公安による取り締まりの頻度が落ち、脱北者が中国の治安と秩序を破らない限り検挙される確率が減ることになった。 このような変化に合わせて中国内の政府公認ＮＧＯ(女性団体など)の協力を得る案を講じる必要がある。 遼寧地方の場合、中国政府公認の非政府機構イペイ(Yifei)は中国地方政府と協議していくつかの脱北女性が臨時居住権を得るように助けたし、北朝鮮隣接地方のフアイロン地方では脱北女性が正式に教育を受けていて、脱北女性二人の子供4名が現地公立学校に入学した。 このように中国民間団体の協力の下に脱北女性が中国に定着できるような案が積極的に摸索されなければならない。 

2)李明博政府は脱北者を積極的に受け入れ、今後2年間2万人以上の脱北者が国内に入れるよう果敢な政策を採択しなければならない。 これに向け韓国に入国した脱北者に対する支援方式を変更し、最初に一括払い支援をする際、3百万ウォンを本人救出費用として支援しなければならない。 そして公信力がある脱北者救出団体の場合、この費用を直接受領できるようにしなければならない。 そして陰で仕事をする脱北者ブローカーを“救出同伴者”として陽性化するために脱北者救出に関する専門教育と訓練を提供し、公信力ある民間脱北者救出団体に所属させる。 このようにすれば1年に1万人を十分に入国させることができる。

3)中国東北3省に滞留中である数多くの脱北女性を助ける運動がなければならない。 これらは経済的あるいは身体的な理由で結婚出来ない中国男性あるいは朝鮮族男性に人身売買されて一緒に暮らしており、このために経済的にさらに厳しい人生を営んでいる。 脱北女性は強制北送されないためにやむを得ず強制結婚を受け入れている。 脱北女性が産んだ子供も同じく不法滞留者なので、保育問題と教育問題が深刻だ。 また、子供たちは成長過程で母が脱北者であることが分かると差別と嘲笑の対象になる。 このような子供の数は1万から2万と推定されている。 これら脱北女性とその子供を経済的に助ける運動が起きなければならない。 脱北者の子供に保育費と奨学金を支給して経済的自立のための支援をしなければならない。 

4)また、脱北女性と中国人の間に生まれて捨てられた“北朝鮮人二世無国籍孤児”に対する救護活動が必要だ。 中国の家庭と村で冷遇されているこの子供たちは中国公民に登録されず、教育も、医療サービスも受けられない『存在しない子供』として生きている。 脱北女性が中国家庭から脱出し中国の家族も子供を世話しなければ、この子供は国籍も見守ってくれる人もない天涯孤児となる。 このような無国籍孤児の実態を把握して経済的に支援しなければならない。 そしてこれら孤児を養子にする運動も展開しなければならない。 

5)東南アジアの5ヶ国(タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、ミャンマー)に駐在する韓国大使館関係者の脱北者に対する職務遺棄と動かない状況を把握してこれに対する対策を用意するため、東南アジアに脱北者実態調査団が派遣されなければならない。 東南アジア5ヶ国の韓国大使館役人たちがまだ過去の政権の下の慣行を維持して脱北者を拒否し、去る2009年9月にも脱北者がベトナムの韓国大使館を訪ねて行かずにデンマーク大使館に進入した。 したがって実態調査団が韓国大使館職員のマインドと業務知識調査、安全家屋の実態、韓国入国手続きなどに対する実態調査をしなければならない。 そしてこれを基礎に公館に脱北者処理業務指針が用意されなければならない。 

6)脱北者担当オンブズマン(ombudsman)制度も導入されなければならない。 オンブズマンは一種の民間調査官として1810年スウェーデンで創設された制度だ。 すなわち民間専門家を現地韓国大使館の脱北者担当オンブズマンに起用して民間専門家が脱北者を保護して支援、管理するならば韓国大使館は該当国家との摩擦と負担を減らすことができ、大使館関係者たちがそこまで捜し出すことが出来ない脱北者偽装スパイや朝鮮族、そして難民の地位を得ることはできない脱北者(刑事犯逃避者)を選別できるはずだ。 日本は2002年5月中国駐在瀋陽、日本領事館にハンミ家族が進入した事件以後、日本領事館関係者たちが脱北者らを冷遇して断ったことに対する措置として瀋陽日本領事館の領事全員を交替し、代わりに民間専門家を活用している。(金尚憲キム・サンホン、“在外脱北同胞の保護このままで良いのか・”、付録p.7)

7)ハナ院施設が拡張されなければならず、ハナ院教育方式が全面的に再検討されなければならない。 

東南アジア現地脱北者収容施設での滞留期間が長かった理由が韓国内収容施設のハナ院施設が飽和状態だからだった。 それならハナ院施設が拡張しなければならない。 合わせて脱北者を永らくハナ院に入れておくことが果たして望ましいのか根本的な検討もなすべきだ。 そしてハナ院教育過程にNGOも参加しなければならない。 ハナ院施設問題で現地脱北者収容施設に滞留する期間が増えることはあってはならない。 

9.脱北者定着のための政策

1) 2005年から脱北者保護および定着支援法は自立自活を中心に改正されたが、その結果インセンティブで支援する金額は増え、定着金は6百万ウォンに減り、そのうち一括払い支援金は3百万ウォンにしかならなくなった。 しかしこのような方式は脱北者の定着努力を誘導するという名分にもかかわらず、脱北者の現実に合わないことが明らかになった。 初期に負担するほかはない基礎物品購入とブローカー費用、傷害と病気を治療する費用、初期段階の心理的衝撃、北朝鮮にある親戚の脱北支援のための金銭的必要、就職および学業を通じた定着などの問題が初期段階に集中するので、初期段階の支援金を増やさなければならない。 そしてその中3百万ウォンは入国費用として別途策定されなければならない。 

2)現在なされている6ヶ月の医療保護1種保護の恩恵では脱北者の医療需要を充足できない。 最小限病気だけは大韓民国が責任を負わなければならない。 したがってこれらの病気が治るまで政府が責任をとり世話しなければならない。 

3)インセンティブのための奨励金の大部分は脱北者に支給されずにいる。 脱北者に与えることにした奨励金はほとんど皆与えるべきだ。 脱北者のうちごく少数だけ勤続奨励金をもらうならば、そのような勤続奨励金は廃止し、支援方式を変えなければならない。 

4)就職および教育機会が多い首都圏に定着することを望む脱北者の数が多いだけに、首都圏での賃貸アパート供給が円滑になされなければならない。 そして満20才以上の成人北朝鮮離脱青少年に対する住居供給がうまくいなされていないので、彼らにグループ ホームが供給されなければならない。 

5)韓国政府は脱北者の実質的な国内定着のためのプログラムを用意しなければならない。 脱北者は死線を越えてきたのでこれらに対する特別な関心が必要だ。 無条件の恩恵を施せばかえって自立できず精神的に堕落してお金の奴隷になり得る。 韓国政府は脱北者が韓国社会定着に成功できない理由を正確に把握して最も正しい対策を講じなければならない。 

6)韓国政府は脱北者定着支援だけでなく彼らが韓国、北朝鮮をともに経験した人として北朝鮮人権改善と統一、そして北朝鮮再建のために最も重要な役割を担う人々であると認知し、彼らがこのような使命によく耐えられるよう教育機会の提供など多角的な支援をしなければならない。


10.北朝鮮人権運動活性化のための主要実践課題

1)今回の民官合同政策協議会が北朝鮮人権運動の発展のため契機になっただけ今後も政策協議会が定期的に開催されなければならない。 そして2010年を北朝鮮人権運動が画期的に発展する年にしなければならな。仮に政権が変わっても北朝鮮人権に対する韓国政府の関心は変わりがあってはならない。 

2)今年11月ソウルでG20首脳会議が開催される機会を最大限活用して北朝鮮人権問題と脱北者強制送還反対のための世論を全世界に広めるべきであり、特別に中国に向かって集中的な圧迫を加えなければならない。 それでG20首脳会議を前後して世界人権大会、北朝鮮人権エキスポ、数十万人が集まる北朝鮮人権大会、北朝鮮人権民間法廷などを開催してこのために今から各都市を巡回する北朝鮮人権エキスポを開催するなど全国的な組織化作業に着手しなければならない。 

3)北朝鮮人権法制定と国家人権委員会法改正のために最善を尽くさなければならない。 国家人権委員会法改正も北朝鮮人権法制定に劣らず重要だ。 ただし北朝鮮人権法により設立される北朝鮮人権財団が、民間団体が上手に出来ることや国家人権委員会がする仕事を奪ってはならない。 

4)北朝鮮人権団体らは今回の韓国戦争60周年を契機に政府が“国軍捕虜および戦争・戦後北朝鮮拉致被害者”専門機構を設置するように強力に促さなければならない。 それによって今回の6.25 60周年を契機に戦争・戦後北朝鮮拉致被害者送還運動が活性化しなければならない。 

5)中国国民の間に強制送還を反対する世論が造成されて脱北者を助ける運動が出てくるように中国国民を呼び覚ます運動が特別に準備されなければならない。 合わせて中国で漂流する脱北女性と脱北の２世孤児を助ける運動を積極的に展開しなければならない。 そして中国で流浪する脱北者が政府公認のNGOの協力を得て臨時居住権を得る方案を積極的に講じなければならない。 

6)東南アジアの5ヶ国(タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、ミャンマー)に駐在する韓国大使館関係者の脱北者に対する職務遺棄と動かない状況を把握してこれに対する対策を用意するために国家人権委員会が参加する官民合同脱北者実態調査団を派遣しなければならない。 そして各大使館に脱北者担当オンブズマン(ombudsman)制度を導入してハナ院教育方式を全面的に再検討しなければならない。 

7)脱北者にあたえる定着支援金の支給方式を至急変えなければならない。 入国時に即支払われる一時金を増額してそのうち3百万ウォンは別途本人救出費用として支給されなければならない。 さらに脱北者に与えることにした支援金はすべて与えるべきだ。 合わせて脱北者ブローカーを陽性化して脱北者救出に関する専門教育と訓練を受けた“救出コンパニオン”に切り替えなければならない。 それでこそ1年に1万人の脱北者を入国させることができる。

8)北朝鮮人権運動は対北朝鮮食糧支援にも積極的に乗り出さなければならない。 特別に今年は昨年の凶作のために北朝鮮住民がまた餓死の危機に直面する可能性が高い。 政府は対北朝鮮食糧支援対策を樹立する過程で脱北者の見解を積極的に反映させなければならない。 北朝鮮人権運動は金正日政権を通じて食糧を支援するのではなく、脱北者、朝鮮族のルートを通じて食糧を支援し、市場に食糧と生活必需品を支援する方式で北朝鮮助け合いをしなければならない。 

9)北朝鮮人権運動は国際機構を通じての問題提起に全力を注がなければならない。 具体的に北朝鮮情報の体系的な収集、国連各機構に報告書と陳情書を送り、すべての情報を英文に翻訳すること、いつも会議に参観しなければならない。 これにむけ財政を用意しなければならない。 このために北朝鮮人権団体連合会は新しく対策機構を作るか、あるいは既存団体を支援するかを決めなければならない。 合わせて在外公館に北朝鮮人権担当外交官を配置する対策を積極的に講じなければならない。 

10)北朝鮮人権問題、脱北者強制送還反対、拉致問題を共同関心事とする韓国・日本の市民運動が緊密に協力しなければならない。 進んで韓日両国市民運動の連帯を基盤に、東アジアにおける北朝鮮人権連帯活動を強化しなければならない。 そして最終的に脱北難民強制送還の中断問題でもって中国を圧迫するための国際連帯運動を作らなければならない。 

11)北朝鮮人権運動活性化のために至急に民間次元の北朝鮮人権基金を作らなければならない。 特別に今年のG20行事を頂点に北朝鮮人権運動を国内外で活発に展開するための財政の準備が必ず必要だ。 国家人権委員会や北朝鮮人権財団の財政支援は当面の必要には役立たないので、北朝鮮人権運動団体は北朝鮮人権基金のために大企業と政策協議をするなど多角的な案を模索しなければならない。

12)北朝鮮人権のために仕事をする団体間の連帯活動が画期的に強化されなければならない。 

このために北朝鮮人権団体連合会が新しい出発をしなければならない。 そして北朝鮮人権団体連合会は自らプログラムの主体になるよりも、傘下団体のプログラムを支援することにより大きな力点を置かなければならない。 北朝鮮人権団体連合会はネットワーキング、財政確保、共感の確保、政策協議など個別の団体ではできない仕事を熱心にしなければならない。 

13)北朝鮮人権団体は対国民教育活動に積極的に乗り出さなければならない。 

特に脱北者がこのようなプログラムに参加して北朝鮮の実状を知らせる仕事をしなければならない。 この際北朝鮮人権団体は対国民教育のための活動計画を樹立し、これを政府および企業と協議しなければならない。 

14)政府は北朝鮮人権に関する認識を高めるために文化芸術活動を積極支援しなければならない。 

興業の惨敗で映画製作社が製作を回避する北朝鮮人権と脱北を素材にしたシナリオを公募して製作費の一部を支援しなければならない。

                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010. 2. 19
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■北朝鮮人権問題政策協議会出席機関
北朝鮮人権問題政策協議会出席機関および個人は上の報告書とは無関係であることをお知らせします。国家人権委員会は行事共同主催機関としてのみ参加したことをお知らせします。 

国家人権委員会

北朝鮮自由移住民人権のための国際議員連盟(IPCNKR)

国連北朝鮮人権特別報告官(ピティット・ムンタポン)

大韓民国人権大使(チェ・ソンホ大使)

青瓦台　市民社会秘書官室

外交通商部人権社会科

統一部統一政策室

統一研究院  
* 連絡先　ピーター・ジョン牧師 

  phone: 010-8291-04440444 
   e-mail : risenk@paran.com
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